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自己点検・評価項目について 

 

 

 

 項目は、教育活動を支える設置者及びそのマネージメントに関する部分と、運営に関する

部分から成っている。前者には大項目として理念・教育目標、組織、財務、教育環境、安全・

危機管理、法令の遵守等を設け、後者には運営全般、学生募集、教育活動、学生支援、教育

成果を設けている。大項目の下には、それぞれ中項目、及び小項目を設定している。 

 

 点検に際しては、まず小項目を点検・評価し、それを中項目ごとにまとめる。そして大項

目で達成状況、課題、改善計画等を記述する。 

 

 小項目の評価は、以下の分類とし、[  ]に記号を記入する。 

 

    Ａ ：  達成されている。 

    Ｂ ：  ほぼ達成されているが、不十分なところがあり改善に取り組んでいる。 

    Ｃ ：  達成に向けて努力している。 

    Ｄ ：  達成されていない／必要性に気づいていなかった。 

    Ｘ ：  該当しない。 
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自己点検・評価項目 

 
第 1 設置者及びマネージメント 
 
1 理念・教育目標  
 1-1 理念と教育目標 
 [B] 1-1-1 ＜理念＞ 

世界各国からの留学生に対し、日本社会で自律・共生し、自ら道を拓いていける
人材の育成 
 

 [B] 1-1-2 ＜教育目的＞ 
日本語教育を通じ、自ら進路を切り拓くための実践的な言語能力と、 
日本社会の一員として多様な人々とつながり共生するための社会リテラシーを
養う 

 

 [B] 1-1-3 ＜教育目標＞ 
聞く・話す（やりとり・発表）・読む・書くの５つの言語分野において自立した言
語使用者（B2 レベル以上）としての日本語運用能力を育成する 。 
 
長期的な視点で自らの学習目標を設定し、進捗を管理しながら、卒業後も社会の
中で自ら学び続ける「自律的学習態度」を養う 。 
 
 地域住民との交流や文化体験を通じて、異なる背景を持つ他者を尊重し、日本社
会の一員として積極的に関わる力を育成する 。 
 

 [A] 1-1-4 理念と教育目標が教職員、学生に周知されている。 
    

 1. 理念・教育目標について 
教職員への共有、周知はされているが学生、特に 1 年生への周知が遅れている。 
学生へは理解のしやすい日本語で通知や掲示をするなど早急に対策をする予定。 

   
2 組織  
 2-1 組織態勢 
 [A] 2-1-1 設置者、設置代表者及び経営担当役員は、「日本語教育機関の運営に関する基準」

で定められた要件に適合している。 
 

 [A] 2-1-2 事業規模に応じた組織態勢になっている。 
 

 [B] 2-1-3 受け入れようとする学生の言語に対応できる組織となっている。 
 

  まとめ 
 
 

英語、ベトナム語、シンハラ語、韓国語、中国語それぞれ意思疎通のできるスタ
ッフを常駐している。 
その他の言語を使用する国に関しては、英語を第２言語とする学生もしくは英語
での意思疎通が可能な学生を中心に学生募集を行う。 
また、送り出し機関との連携も密に行う。 

  
2-2 

 
教員組織 

 [A] 2-2-1 校長、主任教員及び教員は、「日本語教育機関の運営に関する基準」で定める要件
を備えている。 
 

 [A] 2-2-2 校長、主任教員、専任教員及び非常勤教員の職務内容及び責任と権限が明確に定
められている。 

    
 [A] 2-2-3 教育目標達成に必要な教員の知識、能力及び資質が明示されている。 

 

  まとめ 
 
 

定期的な会議を通じて授業の目標、各自の役割、教師の資質などをフィードバッ
クしており、教員同士でカリキュラムや参照枠とのつながり、評価方法、課題な
どが共有できている。 
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 2-3 事務組織 
 [A] 2-3-1 生活指導責任者及び入管事務担当者が特定され、その職務内容及び責任と権限が

明確に定められている。担当者が複数名の場合は、責任者が特定され、それぞれ
の責任と権限が明確化されている。 
 
 

 [A] 2-3-2 生活指導責任者及び入管事務担当者が学生及び教職員に周知されている。 
    
 [A] 2-3-3 出入国在留管理局により認められた申請等取次者を配置している。 

 

  まとめ 
 
 

生活指導及び入管事務担当者を複数名配置し、その職務を遂行している。 
教育指導と生活指導は教務と事務局で分離をしながらも協力し合い遂行し、お互
い情報共有を頻繁に行っている。 

  
2-4 

 
採用と育成 

 [A] 2-4-1 教員及び職員の採用方法及び雇用条件が明文化されている。 
    
 [A] 2-4-2 教員及び職員の研修等により教育の質及び支援力強化のための取組をしている。 
    
 [A] 2-4-3 教育機関としての信頼を高めるため、倫理観、振る舞い、ハラスメント防止等に

関する研修を行っている。 
 

 [A] 2-4-4 教員及び職員の評価を適切に行っている。 
 

  まとめ 
 
 

参照枠、教科書研究に関する内部、外部の研修に積極的に参加している。 
また、コンプライアンス研修で具体的な事例を挙げ、理解、遵守を促し、誓約書
の取り付けを行い、規律正しい環境を保持するようにしている。 

    

 2. 組織について 
教師である前に一社会人であることを前提に協調性、社会性を持って仕事に臨むことが必要と考え
ている。また、教員と職員の業務分掌をおこない、それぞれが専門性をもって業務に取り組み、重
要な事項は共有を頻繁に行っている。 

    
3 財務  
 3-1 財務状況 
 [A] 3-1-1 財務状況は、中長期的に安定している。 
    
 [A] 3-1-2 予算・収支計画の有効性及び妥当性が保たれている。 
    
 [A] 3-1-3 適正な会計監査が実施されている。 
    
 [A] 3-1-4 入学者の募集や生徒の入学手続の支援等を行う者に対して支払った仲介手数料

は適正である。 

 3. 財務について 
5 ヶ年計画をたて、それに基づき運営している。 
現状、計画通り運営できている。 
また、設置者である母体の会計監査は滞りなく執り行っている。 
入学者の募集や生徒の入学手続の支援等を行う者に対して支払った仲介手数料に関しては学費の 1
割程度を目安に設定している。 

    
4 教育環境  
 4-1 校地、校舎 
 [A] 4-1-1 教育機関として適切な位置環境にある。 
    
 [A] 4-1-2 安定的に教育活動を継続するための校地及び校舎が整備されている。 
    
 [A] 4-1-3 校舎面積は、「日本語教育機関の運営に関する基準」に適合している。 

 

  まとめ 
 
 

当校は「名古屋市」という日本三大都市に位置しており、繁華街もあり大変栄え
ている都市ではあるが、学校及び学生寮近辺は閑静で治安の良いとされる地域に
位置しており、勉学、生活共に安定した教育活動を継続することが可能である。 

  
4-2 

 
施設、設備 

 [A] 4-2-1 教室、その他の施設は、「日本語教育機関の運営に関する基準」に適合している。 
 

 [A] 4-2-2 教室内は、十分な照度があり、換気がなされている。 
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 [B] 4-2-3 すべての教室は、語学教育を行うのに必要な遮音性が確保されている。 

 
 [B] 4-2-4 授業時間外に自習できる部屋が確保されている。 

 
 [A] 4-2-5 教育内容及び学生数に応じた図書やメディアが整備され、常時利用可能である。 

 
 [B] 4-2-6 視聴覚教材や IT を利用した授業が可能な設備や教育用機器が整備されている。 

 
 [B] 4-2-7 教員及び職員の執務に必要なスペースが確保されている。 

 
 [A] 4-2-8 同時に授業を受ける学生数に応じたトイレが設置されている。 

 
 [A] 4-2-9 法令上必要な設備等が備えられている。 

 
 [C] 4-2-10 廊下、階段等は、緊急時に危険のない形状である。 

 
 [C] 4-2-11 バリアフリー対策が施されている。 

 
    

  まとめ 
 
 

授業ではプロジェクターを使った活動を中心に行っているため、すべての教室に

パソコンとプロジェクターが配置されている。 

学生数に伴い、教職員も増員したためスペースはあるものの十分な広さとは言え

ない。建物内に近々空室が出るため、改装予定。 

各階にエレベーターはあるが、小階段もありバリアフリーの環境とは言えない。 

建物構造の変更は容易ではない為、スロープの常備等考慮が必要。 

  

 4. 教育環境について 

全教室に窓があり、十分な照度がある。エアコンも設置されている。 

授業時間外に自習できる部屋もある。 

 

    
5 安全・危機管理 
 5-1 健康・衛生 
 [B] 5-1-1 健康、衛生面について指導する態勢を整えている。 
    
 [B] 5-1-2 対象となる学生全員が国民健康保険に加入し、併せて、留学生保険にも加入して

いる。 
 

 [B] 5-1-3 重篤な疾病や傷害のあった場合の対応を定めている。 
 

 [B] 5-1-4 感染症発生時の措置を定めている。 
    

  まとめ 
 
 

各時期による健康、衛生面の指導をおこなっている。 

重篤な疾病や傷害があった際は、事務局スタッフが対応し、併せて現地エージェ

ント、両親にも連絡をする。 

感染症が多数発生した際の隔離部屋を常時空室として借りておくことは難しい

ため、保健所の指示に従い、罹患者へ連絡が取れる状態を確保している。 

留学生保険には加入していないが、傷害・賠償・家財保険に加入している。1 室 

 

  
5-2 

 
危機管理 

 [B] 5-2-1 危機管理態勢が整備されている。 
 

 [B] 5-2-2 火災、地震、台風等の災害発生時の避難方法、避難経路、避難場所等を定めてい
る。 
 

 [A] 5-2-3 気象警報が発令された場合の措置を定めている。 
 

 [A] 5-2-4 災害等に対する避難訓練を定期的に実施している。 
 

 [C] 5-2-5 防災用品が備蓄されている。 
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まとめ 
 
 

 
連絡手段の通知、定期的な避難訓練は行っているものの、防災用品(消火器、防火
設備等を除く)の備蓄は現状行っていない。また、各自の居住する地域の防災場所
を確認する授業の取り組みはあるものの、学生自ら借りているアパートで災害に
あった場合の避難場所の現状（現場）確認をするまでに至っていない。被災時の
安否確認は既存のアプリケーションを使用し、リアルタイムにおこなう。 

    

 5. 安全・危機管理について 
連絡手段の通知及び避難訓練は引き続き取り組んでいく。 
開校中の火災、地震、台風等の災害発生時の避難方法、避難経路、避難場所は教職員、学生共に把
握し、訓練もおこなっているが、学校側による学生自身で契約しているアパート周辺の避難場所、
経路の確認までは至っていない。自律学習にて自身が居住している周辺の避難場所、経路の確認は
実施しているものの、学校側の現状(現場)確認が今後の課題。 
 

    
6 法令の遵守等 
 6-1 法令の遵守 
 [A] 6-1-1 法令遵守に関する担当者を特定している。 

 
 [A] 6-1-2 教職員のコンプライアンス意識を高めるための取組を行っている。 

 
 [B] 6-1-3 個人情報保護のための対策がとられている。 

 
 

 [A] 6-1-4 出入国在留管理局、関係官庁等への届出、報告を遅滞なく行っている。 
    

 6. 法令の遵守等について 
就労規則等に関しては全教職員が確認のできる場所に保管している。 
個人情報に関しては、資料を基本的に鍵のかかる棚や机に保管しており、使用済書類に関しては裁
断機にて裁断をおこなっている。 
学生が休憩時間に多数教職員室へ出入りするが、該当の教職員ではない者は作業を継続しているた
め、個人情報が完全に見えないとは言い切れない。 
出入国在留管理局、関係官庁等への届出、報告は開校当時より遅延なく行っている。 
 

    

第 2 運営に関する事項 
 
7 運営全般 
 7-1 組織的な運営 
 [B] 7-1-1 短期及び中長期の運営方針と経営目標が明確化され、教職員に周知されている。 

 
 [A] 7-1-2 管理運営の諸規定が整備され、規定に基づいた運営がなされている。 
    
 [A] 7-1-3 意志決定が組織的になされ、かつ、効率的に機能している。 
    
 [A] 7-1-4 予算編成が適切になされ、執行ルールが明確である。 

 
 [C] 7-1-5 業務の見直し及び効率的な運用の検討が定期的、かつ、組織的に行われている。 

 

  まとめ 
 
 

通知はするものの、書面での案内や周知には至っていないのが現状である。 
業務の見直し及び効率的な運用はすすめているが、全教職員に浸透していないの
が課題。個々の意識を高める必要もある。 
 

  
7-2 

 
納付金 

 [A] 7-2-1 入学検定料、入学金、授業料及びその他納付金の金額及び納付時期が明示されて
いる。 
 

 [A] 7-2-2 学費以外に入学後必要になる費用が明示されている。 
 

 [A] 7-2-3 関係諸法令に基づいた学費返還規定が定められ、公開されている。 
 

  まとめ 
 
 

入学選考料、入学金、授業料及びその他納付金、返還規定は募集活動時及び HP に
て随時公開し、各種日本語に関する外部テストや証明書発行手数料など学費以外
に必要となる費用は学生募集時に説明したうえで、入学時のオリエンテーション
においても資料明記の上、再度説明している。 
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7-3 

 
情報の共有化及び発信 

 [A] 7-3-1 外部からの情報提供が効率的になされ、かつ、共有化する仕組みがある。 
 

 [A] 7-3-2 内部からの情報発信が効率的に行われている。 
 

 [A] 7-3-3 入学希望者・学習者及びその利害関係者（経費支弁者等）の理解できる言語で情
報提供を行っている。 
 

  まとめ 
 
 

学生や入学希望者への情報は日本語または英語もしくは母国語で情報発信をし
ている。大事な事項に関しては相手と何度も連絡を取るようにしている。 

    

 7. 運営全般について 
5 か年計画を策定し、それに向けて運営している。 
また、入学を希望する学生や経費支弁者、各エージェントが必要とする情報を随時公開し閲覧でき
るようにしている。 
 

    
8 学生募集 
 8-1 募集方針 
 [A] 8-1-1 理念・教育目標に沿った学生の受入方針を定め、年間募集計画を策定している。 

 
 [A] 8-1-2 募集定員を定めている。 

 
 [A] 8-1-3 機関に所属する職員が入学志願者に対して情報提供や入学相談を行っている。 

 

  まとめ 
 
 

直接現地へ出向き、学校の説明、生活サポートに関しての情報提供をパンフレッ
トや PV など分かり易い形にして、通訳を交え行っている。 
また、現地の日本語学習状況の確認も同時に行っている 

  
8-2 

 
募集活動 

 [A] 8-2-1 教育内容、教育成果を含む最新、かつ、正確な学校情報が入学希望者の理解でき
る言語で開示されている。 
 

 [A] 8-2-2 求める学生像を明示している。 
 

 [A] 8-2-3 応募資格及び条件を入学希望者の理解できる言語で明示している。 
 

 [A]  8-2-4 募集活動を行う国・地域の法令を遵守した募集活動を行っている。 
 

 [A] 8-2-5 海外の募集代理人（エージェント等）に最新、かつ、正確な情報提供を行ってい
る。 
 

 [B] 8-2-6 海外の募集代理人（エージェント等）の行う募集活動が適切に行われていること
を把握している。 
 

  まとめ 
 
 

応募者やエージェントへの情報提供をもれなくおこなっている。 
毎年現地へ出向き、エージェントならびに学生への説明会を直接実施。 
学習環境の確認やエージェントとの打ち合わせ、学生への募集活動をおこない、
適正な教育を行っているか見極めたうえで契約を結んでいる。 
学習実態の確認できないエージェントとは契約をしていない。 
仲介のみをおこなっている会社との取引は控えているが、契約をしている学習機
関が現地の仲介機関を通して学習者を受け入れているケースもある。 
そのため、過去に現地の仲介機関が不適切に学生家族の預り金を搾取したケース
も見受けられたため、契約を締結しているエージェントへ注意喚起をしている。 

  
8-3 

 
入学選考 

 [A] 8-3-1 入学選考基準及び方法が明確化されている。 
 

 [A] 8-3-2 学生情報を正確に把握し、及び提出書類により確認を行っている。 
 

 [A] 8-3-3 入学選考を行う態勢が整備されている。 
 

 [B] 8-3-4 受け入れるコースの教育内容が志願者の学習ニーズと合致することを確認して
いる。 



- 7 - 

 

 

  まとめ 
 
 

次年度より面接に加え、筆記試験も実施予定。現状は入学希望者には対面にて面
接、もしくはビデオツールでの面接を行い、当校のコースの趣旨や留学目的に相
違が無いか、また入学に必要な日本語能力を有しているか、学習意志や学習ニー
ズがあっているか、日本語参照枠に照らし合わせ、独自で作成した面接表を参考
に面接をしたのち、再度、経費支弁能力も含め提出書類にて確認をしている。 

    

 8. 学生募集について 
経営担当役員自らがアジア各地にある日本語教育機関を年間 1００校以上訪問し、教育環境や体制
を実際に確認したうえで受け入れる教育機関や学生を選抜しており、エージェントと連携したサポ
ートをしている。また、面接時には直接学生本人の意志や希望を聞き、当校の学習ニーズと合致し
ているのか選考している。しかしながら、来日後に進路変更をする学生が少なからずいることから、
就学目的の信ぴょう性の確認をすることがなかなか難しいのが現状。今後の課題。 

    
9 教育活動 
 9-1 企画 
 [A] 9-1-1 理念・教育目標に合致したコース設定が行われている。 
    
 [A] 9-1-2 教育目標達成に向けた教育内容、教育方法及び進度設計がなされている。 

 
 [A] 9-1-3 レベル設定に当たっては、国内で又は国際的に認知されている熟達度の枠組みを

参考にしている。 
 

 [B] 9-1-4 教育内容及び教育方法について教員間で共通理解が得られている。 
 

 [A] 9-1-5 カリキュラムは、体系的に編成されている。 
 

 [A] 9-1-6 教育目標に合致した教材が選定されている。 
 

 [A] 9-1-7 補助教材、生教材を使用する場合は出典を明らかにするとともに、著作権法に留
意している。 
 

 [A] 9-1-8 授業に関する学習リソース及び情報を、授業開始までに教員に提供している。 
 

 [A] 9-1-9 教員配置が適切になされている。 
 

    

  まとめ 
 
 

教育目標、教育方法、教育内容、カリキュラム等、常勤だけでなく非常勤講師を
交えて教員間で定期的に会議や研修をおこなうことにより共通認識を常に持つ
ようにしている。また、経験を考慮し、教員配置を行い、経験の浅い先生をサポ
ートできる体制を整えている。 

  
9-2 

 
実施 

 [A] 9-2-1 授業開始までに学生の能力を試験等により判定し、適切なクラス編成を行ってい
る。 
 

 [A] 9-2-2 教員に対して、担当するクラスの学生の学習目的、編成試験の結果、学習歴その
他指導に必要な情報を伝達している。 
 

 [A] 9-2-3 開示されたシラバスによって授業が行われている。 
 

 [B] 9-2-4 修了の要件が定められ、学生の理解できる言語によって明示されている。 
 

 [A] 9-2-5 教育内容に応じて教育用機器を活用している。 
 

 [A] 9-2-6 授業記録簿及び出席簿を備え、正確に記録している。 
 

 [A] 9-2-7 理解度・到達度の確認が実施期間中に適切に行われている。 
 

 [C] 9-2-8 学生の自己評価を把握している。 
 

 [A] 9-2-9 個別学習指導等の学習支援担当者が特定され、適切な指導・支援が行われている。 
 

 [C] 9-2-10 特定の支援を必要とする学習者に対して、その分野の専門家の助言を受けてい

る。 
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 [A] 9-2-11 授業や運営に関する学生からの相談、苦情等の担当者が特定され、適切に対処し
ている。 
 

 [A] 9-2-12 学習内容、時間割と学年暦、成績判定の基準と方法、学習上の留意点、留学生活
上の留意点、入管法上の留意点とこれらについての相談担当者名が記載された文
書を、入学時に学生に配布している。 
 

  まとめ 
 
 

入学時にオリエンテーションをおこない、学校での規則や生活面での規則を各言
語にて説明。また、オリエンテーションで説明した内容を記載した冊子も一人一
人に渡している。 
授業に関しては全授業でパワーポイントを使用するため、各教室にプロジェクタ
ーが設置され、教員には一人に一台パソコンが与えられている。  

 

  
9-3 

 
成績判定 

 [A] 9-3-1 判定基準及び判定方法が明確に定められ、開示されている。 
 

 [A] 9-3-2 成績判定結果を的確に学生に伝えている。 
 

 [A] 9-3-3 判定基準及び判定方法の妥当性を定期的に検証している。 
 

  まとめ 
 
 

中間テスト、期末テストごとに結果を通知し、また学期が終わる際に成績表を配
布している。判定基準や方法に関しては学生に定期的に通達している。 

  
9-4 

 
授業評価 

 [A] 9-4-1 授業評価を定期的に実施している。 
    
 [B] 9-4-2 評価態勢、評価方法及び評価基準が適切である。 

 
 [A] 9-4-3 学生による授業評価を定期的に実施している。 

 
 [A] 9-4-4 評価結果が教育内容や方法の改善、教員の教育能力向上等の取組に反映されてい

る。 
 

  まとめ 
 
 

評価方法や目標に対する達成度を明確化し、教員へ周知している。 

学生に対してクラス活動や担当教師についてのアンケートを実施している。 

 

    

 9. 教育活動について 
クラスを国籍、男女が偏らないように編成し、多文化に配慮しながら日本語でコミュニケーション
をとる環境づくりをおこなっている。 
 

    
10 学生支援 
 10-1 支援態勢 
 [B] 10-1-1 学生支援計画を策定し、支援態勢が整備されている。 

 
 [A] 10-1-2 休日及び長期休暇中の学生対応ができている。 

 

  まとめ 
 
 

長期休暇中も職員が最低 1 人はすぐ動けるように予定を組んでいる。 
学生にも勉学での支援は教務に、生活に関する事、ビザ関連書類に関する支援は
事務局職員に相談するなどの区別を入学当時から教え、スムーズに対応ができる
ようにしている。 

  
10-2 

 
日本社会を理解し、適応するための支援 

 [A] 10-2-1 入学直後のオリエンテーションを実施している。 
 

 [A] 10-2-2 生活に関するオリエンテーションを実施している。 
 

 [A] 10-2-3 地域交流や地域活動を実施している。 
 

  まとめ 
 
 

入学直後に、生活や学校の就学規則などのオリエンテーションを言語別に行って

いる。また一度のオリエンテーションでは覚えきれないところもあるため、日頃

より定期的に指導している。 
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10-3 

 
生活面における支援 

 [A] 10-3-1 住居支援を行っている。 
    
 [A] 10-3-2 アルバイトに関する指導及び支援を行っている。 

 
 [A] 10-3-3 交通事故等の相談態勢が整備されている。 

 
 [A] 10-3-4 定期的に健康診断を実施している。 

 
 [A] 10-3-5 学生全体の生活状況について定期的に調査している。 
    

  まとめ 
 
 

引越し、アルバイト等の変更に関して都度報告を必須としている。 
給料明細や賃金台帳の提出も必須とし、アルバイト収入一覧を作成させ、報告漏
れや就業時間を厳守しているか確認をしている。学生のアルバイト先へ留学生の
就業ルール(就業時間等)の説明を可能な限りさせていただいている。 
事件・事故に関しても即時学校へ連絡をするように通達・指導している。 
事件事故が起こったときの対応も職員会議にて取り決めている。 
健康診断およびインフルエンザ予防接種を年に 1 度おこなっている。 
また、職員によるオリエンテーションの他に、地区の警察職員による安全・防犯
講習、名古屋市環境局作業課によるごみ分別講習、自治の方からの生活講習およ
び社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会協力ボランティアによる生活相談
も実施している。 

  
10-4 

 
進路に関する支援 

 [A] 10-4-1 進路指導担当者が特定されている。 
 

 [A] 10-4-2 学生の希望する進路を把握している。 
 

 [A] 10-4-3 進学、就職等の進路に関する最新の資料が備えられ、学生が閲覧できる状態にあ
る。 

 [A] 10-4-4 入学時からの一貫した進路指導を行っている。 
 

  まとめ 
 
 

進路指導は各担任が責任をもち、学生の希望や日本語能力、経費支弁者の支弁能

力等を鑑み指導を行っている。全体の進路指導状況や進路先情報に関しても定期

的に教職員で情報共有している。 

進学や就職の進路に関する最新の資料も職員室に備えられ、自由に閲覧、貸出で

きるようになっている。情報も一斉発信をすることで平等かつ漏れのないよう伝

達している。 

また1年次より、学生自身が常に進路を意識した行動ができるように指導を行っ

ている。キャリア教育や進路ガイダンスも1年次より継続的に実施している。 

  
10-5 

 
入国・在留関係に関する指導及び支援 

 [B] 10-5-1 担当者は、研修受講等により適切な情報取得を継続的に行っている。 
 

 [A] 10-5-2 入管法上の留意点について学生への伝達、指導等を定期的に行っている。 
 

 [A] 10-5-3 在留に関する学生の最新情報を正確に把握している。 
    
 [A] 10-5-4 在留上、問題のある学生への個別指導を行っている。 

 
 [A] 10-5-5 不法残留者、資格外活動違反者、犯罪関与者等を発生させないための取組を継続

的に行っている。 
 

 [C] 10-5-6 過去 3 年間、不法残留者、資格外活動違反者及び犯罪関与者を発生させていない。 
 

    

  まとめ 
 
 

入管より説明会の案内があれば参加し、情報を得るようにしている。 
また、入管からの案内に関しては都度学生へ通達し、認識させるようにしている。 
適正校クラスⅠではあるものの、問題在籍者数が 0 ではなかったことから、除籍
者に対する対応の改善が必要 
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 10. 学生支援について 
普段より相談があれば時間の限り受ける様、心がけている。言葉に発する事と内心とが違う学生も
多くいるため、普段の様子と違う場合はこまめに声をかけ心のサポートをするようにしている。 
 

    
11 教育成果 
 11-1 成果の判定 
 [A] 11-1-1 進級及び卒業判定が適切に行われている。 
    
 [A] 11-1-2 日本留学試験、日本語能力試験等の外部試験の結果を把握している。 

 

  まとめ 
 
 

すべての結果を書面及び電子機器に保存している。 
外部試験の受験を推奨し、地震の日本語力を客観的な方法で測り共有している。 

  
11-2 

 
卒業生の状況の把握 

 [B] 11-2-1 卒業生の状況を把握するための取組を行っている。 
 

 [B] 11-2-2 卒業後の進路を把握している。 
    
 [C] 11-2-3 進学先、就職先等での状況や卒業生の社会的評価を把握している。 

 
    

  まとめ 
 
 

卒業生とは密に SNS を使用し、連絡を取るようにしている。 
また、各進学先の担当者とも定期的に連絡を取り合い、卒業生の学校での様子や
状況を確認している。しかしながら一部の学生に関しては卒業後に連絡が取れな
くなることもあるため、周囲の関係を事前に把握し、当該学生と連絡が取れない
場合は事前に把握している周囲の方からも合わせて連絡の打診をするように心
がけている。進学先での卒業生の評価に関してはすべての学生に関して行えてい
るわけではない。進学先関係者へ連絡する際や来校時に現状を確認するにとどま
っている。また、進学先を卒業してからの就職先での状況の把握は一部しかでき
ていない。 

    

 11. 教育成果について 
希望する進学先への進学が可能な学生ばかりではないので、将来希望する職種と近い分野での教育
を受けられる学校で、より良いところを紹介できるように心がけている。 
学生からも入念に聞き取りをし、進学先のアドバイスをしている。 
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自己点検・評価 

 

日本語教育機関名：アクア日本語学院名古屋 

点検・評価実施日：毎年 3 月 

実 施 責 任 者：湯浅 千秋 

実施担当者名(役職)：湯浅 千秋（校長）、栁澤 早恵(教務主任)、小林 徳保（事務局長） 

 

＊大項目 1 から 11 を総括し、自由に記述。 

 

 

当校は日本語を教えるだけではなく、日本の習慣やルール、日本で生活をする為に必要な諸々

の事柄を、常日頃から学生に指導するように心がけている。 

学生一人一人と向き合い、文化や習慣の違いを超えて、より良い関係性を持てるように努力し

ている。 

その為、日頃より教員、事務職員ともに情報交換や情報共有を行い、学生に一貫した対応が取

れるようにしている。 

また、教育の質を高めるため、教員会議にて課題の提示、解決方法、方向性の再確認などが常

に行われている。 

学生からも授業の進め方や諸々のアンケートを取り、双方の意見を参考により良い学習環境を

作り上げていくようにしている。 

そして、進学先や将来像など明確な目標を早期に設置し、学生自身が向上心を持って日本語習

得や将来のために必要な情報収集に積極的に臨むような工夫をしている。 

 


